
保険医療機関（病院や診療所）で交付される処方せんの使用期間は、交付の日を含めて４日以内です。
これには、休日や祝日が含まれますので、処方せんの使用期間が過ぎないようにご留意ください。

なお、長期の旅行等特殊の事情があり、医師や歯科医師が、処方せんに別途使用期間を記載した場合には、
その日まで有効となります。

処方せんの使用期間にご留意ください


